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水質基準等の見直しについて（案） 

１－１．食品健康影響評価の結果を踏まえた見直し 

内閣府食品安全委員会による食品健康影響評価の結果が既に示され、第 18 回厚生

科学審議会生活環境水道部会（平成 29 年１月 31 日開催）において審議されたもの

を表１、これまでに厚生科学審議会生活環境水道部会において未審議のものを表２

に示す（いずれも農薬類）。表の網掛けの部分は、現行評価値と異なる評価値が得ら

れており、見直しを実施すべき項目である。 

 

表１ 食品健康影響評価結果（第 18 回水道部会にて審議済みの項目） 

略号※1 項目 
食品安全委員会 

評価結果通知 

評価内容:ADI 

(mg/kg 体重/日) 

新評価値 

※2 (mg/L) 

現行評価値 

(mg/L) 
対応方針 

対-012 イソキサチオン H28.2.23 0.002 0.005 0.008 強化 

対-036 グリホサート H28.7.12 1 2 2 変更なし 

 

表２ 食品健康影響評価結果（水道部会にて未審議の項目） 

略号※1 項目 
食品安全委員会 

評価結果通知 

評価内容:ADI 

(mg/kg 体重/日) 

新評価値 

※2 (mg/L) 

現行評価値 

(mg/L) 
対応方針 

対-003 2,4-D（2,4-PA） H29.5.16 0.0099 0.02 0.03 強化 

対-004 ＥＰＮ H29.2.14 0.0014 0.004 0.004  

対-007 アセフェート H28.12.13 0.0024 0.006 0.006  

対-021 エトフェンプロックス H29.4.25 0.031 0.08 0.08  

対-027 カズサホス H29.5.23 0.00025 0.0006 0.0006  

対-034 キャプタン H29.3.7 0.1 0.3 0.3  

対-042 シアナジン H29.2.28 0.00053 0.001 0.004 強化 

対-082 フェニトロチオン H29.8.22 0.0049 0.01 0.01  

対-091 ブプロフェジン H28.12.13 0.009 0.02 0.02  

対-094 プロシミドン H29.5.30 0.035 0.09 0.09  

対-096 プロピコナゾール H29.7.4 0.019 0.05 0.05  

要-013 メタアルデヒド H29.2.14 0.022 0.06 0.06  

他-027 ジクロルプロップ H29.7.4 0.036 0.09 0.06 緩和 

他-030 ジノテフラン H29.2.14 0.22 0.6 0.6  

他-031 ジフェノコナゾール H29.2.28 0.0096 0.02 0.02  

他-081 メタミドホス H28.12.13 0.00056 0.001 0.002 強化 

※１ 略号について 

対： 対象農薬リスト掲載農薬類 
要： 要検討農薬類 
他： その他農薬類 

 

資料２ 
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※２ 新評価値について 

食品安全委員会が設定した ADI を用いて、１日 2L 摂取、体重 50kg、寄与率 10％として評価値を

算出。 

 
表１のうち、グリホサートについては、第 18 回厚生科学審議会生活環境水道部会

（平成 29 年１月 31 日開催）において、食品健康影響評価の結果を踏まえた評価値

である 2.5mg/L に見直しする旨審議したところであるが、再度、水質基準逐次改正

検討会において検討した結果、 

 水質基準等においては原則として有効数字１桁での評価値設定を行っているこ

と 

 従来の目標値 2mg/L が、他の農薬類の目標値と比較して十分高い値であること 

等から、現行の 2mg/L を継続することとする。 

 

１－２．代謝物、分解性、検出状況に関する知見を踏まえた見直し 

対象農薬リスト掲載農薬類であるプロチオホスについて、代謝物であるプロチオ

ホスオキソンも測定し、原体の濃度と、オキソン体の濃度を原体に換算した濃度を

合計して算出することとする。 

 

対象農薬リスト掲載農薬類であるジチアノンについては、速やかに加水分解され、

分解物が健康影響評価の対象になっていないことから、その他農薬類に移行する。 

 

対象農薬リスト掲載農薬類であるジメピペレートについては、平成 16 年に登録が

失効した農薬であり、平成25年度～27年度に原水中での検出実態がないことから、

その他農薬類に移行する。 

※平成 27 年度水道統計において、原水でジメピペレートの検出報告が１件（0.0001mg/L）

あったが、当該水道事業者にヒアリングしたところ、誤報告であり正しくは「不検出

（0.00003mg/L 未満）」であることを確認済み。 

 

１－３．見直し方針 

対象農薬リスト掲載農薬類については、パブリックコメント手続を実施したとこ

ろであり（別紙参照）、その他農薬類と併せて次のとおりの変更を平成 30 年４月１

日から適用する。 

（１） 対象農薬リスト掲載農薬類（イソキサチオン、2,4-D（2,4-PA）、シアナジン）

に係る新評価値の設定 

（２） 対象農薬リスト掲載農薬類（プロチオホス）のオキソン体の測定及び原体へ

の合算の追加 

（３） 対象農薬リスト掲載農薬類（ジチアノン、ジメピペレート）のその他農薬類

への移行 

（４） その他農薬類（ジクロルプロップ、メタミドホス）に係る新評価値の設定 
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２．水質検査結果に基づく水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類見直し 

２－１．分類見直しの検討方法 

第 8 回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成 22 年２月２日）で了承された「水

質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類に関する考え方」（表３）に従って、今

般、浄水における最新の検出状況に関する統計資料を用いて、これらの項目間での

分類変更について検討した。 

 

表３ 水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類要件 

 
分類要件１ YES 分類要件１ NO 

分類要件２ YES 分類要件２ NO 

見直し時点で水質 

基準項目 
水質基準項目 水質基準項目 

水質管理目標 

設定項目 

見直し時点で水質 

管理目標設定項目 
水質基準項目 

水質管理目標 

設定項目 

水質管理目標 

設定項目 

分類要件１：最近３ヶ年継続で評価値の 10％超過地点が１地点以上存在 

分類要件２：最近３ヶ年継続で評価値の 50％超過地点が１地点以上存在 

又は最近５ヶ年の間に評価値超過地点が１地点以上存在 

ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類については、当該

項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成メカニズム、浄水処理に

おける除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、分類要件のみによってあてはめる

べきものではない。 
 

２－２．集計及び検討結果 

浄水における最新の検出状況に関する統計資料を用いて集計した結果、「陰イオ

ン界面活性剤」及び「ニッケル及びその化合物」が分類変更を検討すべき項目に該

当した（表４）（表５）。 

 

水質基準項目である「陰イオン界面活性剤」については、「分類要件１（最近３

ヶ年継続で評価値の 10％超過地点が１地点以上存在） NO」に該当するが、直近の

平成27年度に50％超過地点が確認されたことから、今後の検出実態の把握に努め、

引き続き水質基準に据え置いて管理していくことが望ましい。 

 

水質管理目標設定項目である「ニッケル及びその化合物」については、昨年度の

検討において、引き続き水質管理目標設定項目に据え置くこととし、浄水中の検出

状況等を注視していくことが適当であるとされている。 

平成 24 年度～27 年度の給水栓水におけるニッケルの検出状況を精査したところ、

以下のとおりであった。 
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① 平成 24 年度～27 年度に目標値 50％超過となった地点は同一のものであるが、

平成 27 年度に当該水源は廃止されている。 

② 平成 25 年度に目標値を超過した１地点については、当該水道事業者に確認を行

ったところ、高濃度のニッケルが検出された日に同一の採水地点で採水した別

試料では、ニッケルが低濃度（0.002mg/L）であったことが判明した。目標値を

超過した試料については、給水栓の材質にニッケルが含まれるため採水時に微

細な破片等が混入した可能性が考えられたが、原因の特定はできなかった。 

③ 平成27年度に目標値を超過した１地点については、当該水道事業者に確認を行

ったところ、当該浄水場は原水水質悪化によるカビ臭、色度等の水質基準超過

のため給水を停止し、管理運転のみを行っているとのことであり、報告値は給

水されていない水の測定値であった。 

上記①より今後同地点での検出の見込みが無いこと、上記②及び③により検出さ

れたデータは水質基準に分類するかどうか判断する根拠として適当でないと考えら

れることから、「ニッケル及びその化合物」については、引き続き水質管理目標設定

項目とし、給水栓水での検出状況等を注視していくことが適当である。 

 

２－３．分類見直し方針 

以上のことから、陰イオン界面活性剤、ニッケル及びその化合物については、浄

水中での検出状況による分類変更は行わない。 
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定
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目

水
質
管
理

目
標
設

定
項
目

分
類

要
件
1

最
近
3
ヶ
年
継

続
で

評
価
値

の
1
0%
超
過

地
点
が

1地
点
以
上

存
在

Y
ES

N
O

分
類

要
件
2

最
近
3
ヶ
年
継

続
で

評
価
値

の
5
0%
超
過

地
点
が

1地
点
以
上

存
在

又
は
最
近

5ヶ
年
の
間

に
評
価

値
超
過

地
点
が

1
地
点
以

上
存
在

表
５

 
分

類
要

件
に

基
づ

く
農

薬
類

（
対

象
農

薬
リ

ス
ト

掲
載

農
薬

類
）

の
分

類
結

果
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水道水中における農薬類の目標値等見直し案に関する 

意見募集の結果とその対応について（案） 

 

１．意見募集の実施 

平成 29 年度第１回水質基準逐次改正検討会（平成 29 年 10 月 31 日開催）における

審議結果に基づき、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改定等

について」（平成 15 年 10 月 10 日健発第 1010004 号厚生労働省健康局長通知）「別添

２ 農薬類（水質管理目標設定項目 15）の対象農薬リスト」に記載の農薬類及び「水

道水質管理計画の策定にあたっての留意事項について」（平成 4年 12 月 21 日付衛水

第 270 号水道整備課長通知）「別表第６」に記載の農薬類の目標値等を見直すことに

ついて、平成 29 年 12 月６日から平成 30 年１月９日の間、意見募集を行った。 

 

２．寄せられた意見数 

水道水中における農薬類の目標値等見直し案について、２件の意見の提出があった。 

 

３．意見に対する考え方 

意見に対する考え方を、別表に整理した。 

 

 

 

別紙 
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番

号 

大

分

類 

意見 意見に対する 

厚生労働省の考え方 

1 目

標

値 

【意見１】２，４―Ｄとして、現在登録されている成分は、２，４－ＰＡ

イソプロピルアミンでその出荷量は 30.720 トン(2015 年)である。IARC

は 2015 年 6 月 23 日、除草剤 2,4-D の発がん性リスク評価を行い、その結

果、2,4-D を「 possibly carcinogenic to humans 」である ２Ｂグル

ープに分類した。 

 このような農薬が、水道水中に出来るだけ検出されないよう、目標値を

再評価にすべきとの意見を 2015 年 9 月のパブコメで述べたが、『内閣府食

品安全委員会の食品健康影響評価等の最新の科学的知見を踏まえ、逐次、

目標値の見直しを行うこととしています。』。 

出典： 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=000014217

3 

との回答があった。今回 0.03→0.02mg/L としたことで、同剤の安全性は

どの程度強化されたかを明白にされたい。 

 

【意見２】シアナジンは、ラットの 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験で、

メスの乳腺腺癌の発生頻度の増加が認められたが、非遺伝毒性メカニズム

によるものとされている。また、ラットの発生毒性試験において、母毒性

が認められる用量で胎仔に外表奇形、内臓奇形及び骨格奇形が認められて

おり、年間出荷量も 27.9 トン(2015 年)である。 

 このような農薬は水道中に出来るだけ検出されないよう、目標値を低値

にすべきである。 

 

 

 

 

 

【意見３】ジメピペレート製剤の登録は、2004/06/30 に失効しており、

近年、水源汚染がなければ、対象農薬からのぞくことは、賛成である。 

 

 

【意見４】ジチアノンは、ラットの発がん性試験で、雌に腎腫瘍の発生が

認められたが、非遺伝毒性メカニズムとされており、2015 年度の出荷量

は、80.487t である。 

 目標値を削除して、その他農薬類に区分すべきでない。 

 

 

【意見１】 

内閣府食品安全委員会

の評価書の記載によれ

ば、２，４―Ｄ（２，

４―ＰＡ）の ADI は

0.0099㎎/kg体重/日で

あり、これを基に設定

した新目標値は水道水

の安全管理の値として

妥当であると考えま

す。 

 

 

 

 

【意見２】 

今回の目標値の見直し

は、内閣府食品安全委

員会における最新の食

品健康影響評価に基づ

き、水道からの摂取量

を考慮して実施するも

のであり、水道水の安

全管理の目標値として

妥当な値であると考え

ます。 

 

【意見３】 

御意見をいただきあり

がとうございます。 

 

【意見４】 

ジチアノンについて

は、水中で速やかに加

水分解され、分解物が

健康影響評価の対象に

なっていないことか

別表 
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【意見５】プロチオホスが、注２に追加され、ＥＰＮ、イソキサチオン、

イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン（Ｍ

ＥＰ）、ブタミホス、マラチオンとともに、それぞれのオキソン体を加算

することは、賛成だが、今回改定されるイソキサチオンも含め、全有機リ

ン剤を合算した総有機リン剤の目標値設定も必要である。 

 

ら、その他農薬類に移

行することが妥当と考

えます。なお、今回の

見直しは、目標値を削

除するものではありま

せん。 

 

【意見５】 

現行の評価方法は、内

閣府食品安全委員会に

おける最新の食品健康

影響評価等に基づき、

毒性の程度を勘案した

評価方法であり、水道 

水の安全管理方法とし

て適切であると考えて

います。 

2 目

標

値 

【意見６】いままでの、パブコメ意見で、 

 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=000015678

1 

 

 下記農薬について、対象農薬に指定することを求めてきたが、『今後も

内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価等の最新の科学的知見を踏ま

え、逐次、目標値の見直しを行うこととしています。』との回答が示され

るのみで、具体化していない。 

 早急に対象農薬にすべきである。 

 

（1）クロルピクリン 

  [追加理由]2017 年 6月、食品安全委員会が、人の健康への影響評価

をはじめた。クロピクが 1948 年に登録されて以来、はじめてのことで、

わたしたちが、いままで、強く求めてきた結果である。 

 

（2）イミダクロプリド、（3）ジノテフラン、（4）クロチアニジン 

  [追加理由]１、埼玉県内の 9つの下水処理場からの河川への放流水中

には、ネオニコチノイドやその代謝物（ジノテフラン、クロチアニジン、

イミダクロプリド、チアメトキサム、アセタミプリド、N-デスメチルアセ

タミプリド、ニテンピラム代謝物 CPF,フィプロニル）が検出されている。 

  ２、新潟県内の 6河川の水質調査では、12から 69種の農薬が検出さ

れた。ジノテフランは、夏期に新川で 1.2μg/L 弱、信濃川で 0.5μg/L

を超えていた。  

【意見６】 

今回の意見募集の対象 

外ですが、今後も内閣

府食品安全委員会の食

品健康影響評価等の最

新の科学的知見を踏ま

え、逐次、目標値等の

見直しを行うこととし

ています。 
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  ３．ジノテフランのマウスへの発達期暴露で、成獣期における多動を

引き起こす可能性が示唆されている。 

 

（5）チフルザミド、 

（6）テブコナゾール、 

（7）ピリミノバックメチル、 

（8）フラメトピル 

 

（新規追加）エチプロール 

  [理由]１、エチプロールは、フィプロニルと同系の殺虫剤で、水質汚

濁に係る農薬登録保留基準 0.01mg/L である。発がん性試験では、ラット

で甲状腺腫瘍、マウスで肝腫瘍が認められたが、いずれも非遺伝毒性メカ

ニズムとされている。 

  ２、年間出荷量は約 36t(2015 年)であり、水田での斑点米カメムシ防

除にも無人ヘリコプター撒布により多用されている。 

  ３、エチプロールの妊娠マウス及び授乳期の投与で、雄仔マウスの授

乳期の行動発達や探査行動に用量依存的影響が観察されている。 

 

 

 （参考資料 1）第 26 回環境化学討論会（静岡；2017 年） 

  ・大塚宜寿ほか、下水処理施設からのネオニコチノイド系殺虫剤およ

びフィプロニルの排出実態 

  ・赤石智美ほか 新潟県の一級河川における農薬のモニタリング 

 

 （参考資料 2）環境ホルモン学会第 20回研究発表会（神戸市、2017 年） 

 ・田中豊人ほか エチプロールの妊娠期及び授乳期投与によるマウスの

次世代に及ぼす影響 

 ・米田直起ほか 発達期におけるネオニコチノイド系農薬暴露により引

き起こされドーパミン神経系の撹乱を伴う多動 

 


